
市街化調整区域の地区計画について 

 

 【地区計画とは】 

ある一定のまとまりをもった「地区」を対象に、その地区の実情にあったよりきめ 

細かい規制を行う制度。 
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【「地区計画」の決定までの流れ】  ※芽室町が決定する 

① 北海道と下協議 

② 地権者意見聴取 

③ 予備審査（芽室町都市計画審議会） 

④ 帯広圏（帯広市・音更町・幕別町）意見聴取 

⑤ 公告・縦覧 

⑥ 本審査（芽室町都市計画審議会） 

⑦ 知事協議 

⑧ 公告・縦覧 

⑨ 条例改正・地区計画決定 

建物 

（例）塀の高さは 2m 以下とします 

（例）お店は建てられません 

（例）敷地は 500 ㎡以上とすること 

（例）道路沿いに緑を植えること 

（例）道路から建物を 10ｍ離すこと 

（例）隣の敷地から建物を 10ｍ離すこと 

（例）建物を刺激的な色にしてはいけません 
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